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○ 土壌汚染による健康リスク発生の経路

Ⅰ 農用地土壌汚染対策の情勢について

○ 土壌汚染による健康リスク発生の経路

①汚染土壌の摂食（飛散による土壌粒子の摂食を含む） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直接摂取リスク

②汚染土壌と接触する とによる皮膚から 吸収
・・②汚染土壌と接触することによる皮膚からの吸収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

③汚染土壌から溶出した有害物質により汚染された地下水等の飲用等・・・・・・・・・・地下水等経由の摂取リスク

④汚染土壌から大気へと揮散した有害物質の吸入

・

⑤有害物質を含む土壌粒子の公共用水域への流出→魚介類への蓄積→人の摂食

⑥土壌汚染地で成育した農作物、家畜への有害物質の蓄積→人の摂食 ・・・・・・・・農作物等経由の摂取リスク
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年 月 土壌環境行政に係る経緯

S43 5月
○ 富山県におけるイタイイタイ病に関する厚生省の見解（厚生省）

イタイイタイ病の原因は三井金属神岡鉱業所の排出したカドミウムである旨の見解を発表。

○ カドミウム汚染米の安全基準について（厚生省食品衛生課発表）
カドミウム濃度1.0ppm未満の玄米は人体に有害であると判断することはできない旨発表。

○ 農林大臣談話（昭和45年7月25日）

S45

7月

○ 農林大臣談話（昭和 年 月 日）
0.4ppm以上1.0ppm未満の産米について、米の需給状況及び消費者不安に配慮し、配給しないこ
ととした旨の談話を発表。

○ カドミウム汚染米の安全基準について（昭和45年7月30日環食第326号）
S45

玄米中カドミウム濃度1.0ppm未満（精白米0.9ppm未満）を食品としての米の安全基準とする旨発
表。

10月
○ 食品、添加物等の規格基準の一部改正（昭和45年10月厚生省告示第364号）

10月
米のカドミウムの成分規格を玄米中に1.0ppm未満と設定。

11月○ 第64次国会（いわゆる公害国会）

12月○ 水質汚濁防止法、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律公布

S46 6月

○ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行、大気汚染防止法公布

○ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令公布・施行
特定有害物質にカドミウムを指定。指定要件を「その地域内の農用地において生産される米に含
まれるカドミウム 量が米1 k に き1 以上であると認められる地域であること 等としたまれるカドミウムの量が米1 kgにつき1 mg以上であると認められる地域であること」等とした。

S47 10月○ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の特定有害物質に銅を追加

S50 4月 ○ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の特定有害物質に砒素を追加

3 8月 ○ 土壌の汚染に係る環境基準に いて（平成３年８月環境庁告示第46号）H3 8月 ○ 土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年８月環境庁告示第46号）

H14 5月 ○ 土壌汚染対策法公布

H21 4月 ○ 土壌汚染対策法の一部を改正する法律公布 2



○「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」の概要

この法律は 農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去並びにその汚

目 的

この法律は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去並びにその汚
染に係る農用地の利用の合理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康
をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを
防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。防 し、も 国民 健康 保護及び 活環境 保 資する を目的 する。

仕 組 み

都道府県知事が、常時監視等により汚染が発見された地域を、農用地土壌汚染対策
地域として指定し、対策計画を策定。対策計画に基づき、都道府県等が客土等の対策
を実施を実施。

対策地域の指定要件は、「人の健康保護」(カドミウム)と「作物の生育阻害の防止」
（銅・砒素）の２つの観点で設定。

カドミウムに係る指定要件については、食品衛生法の規格基準(米について1.0ppm)
と整合性をとって設定。

対策が完了した地域については、対策地域調査により対策の効果を確認し、地域指
定を解除。
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○ 農用地土壌汚染防止法の施行状況について

平成１９年度の法の施行状況の概要は以下のとおり（平成20年12月18日公表）。

（１）概要

常時監視の結果、農用地土壌汚染対策地域の指定要件基準値以上の汚染は
なか た

（１）概要

なかった。

平成19年度に新たに、農用地土壌汚染対策地域に指定された地域及び指定
解除された地域はなかった解除された地域はなかった。

このため、平成19年度末現在で対策地域として指定された地域は累計で
72(63)地域 うち対策事業等がすべて完了したとして指定解除された地域は72(63)地域、うち対策事業等がすべて完了したとして指定解除された地域は
52(44)地域、指定地域として現存している地域は20(19)地域となっている。

平成19年度に新たに、農用地土壌汚染対策計画が策定された地域はなかった。平成19年度に新たに、農用地土壌汚染対策計画が策定された地域はなかった。

平成19年度末の対策事業等完了面積は6,544ha(6,104ha)であり、指定要件
に該当する地域の87.4%(87.9%)が対策事業等を完了している。該 ( )
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（注 括弧内はカドミウムに係る地域、面積及び割合）

(46)宿野部川

（２）農用地土壌汚染対策地域の分布

(45)銭亀沢

(67)比内

(65)鹿角

(14)小坂(15)坪川流域

(20)鷹巣

(18)能代
(71)鹿角北部

(72)鹿角南部

(46)宿野部川

(66)角館

(63)下前

(24)柴沼

(58)醍醐・吉田

(54)浅舞

(48)第二
上鍋倉

(38)東部醍醐

(51)福島・北原

(56)亀田

(68)板屋五騎

(8)杉沢・柳沢

(31)二迫川

(52)間沢川流域

(22)吉野川流域

(39)上有無川流域

(70)亀田第２

(72)鹿角南部

(61)三重

(41)上鍋倉

(21)東福寺

(49)八木

(44)館花

(37)荻袋

(35)増田

(32)新堀出来川上流
(39)上有無川流域

(1)日曹金属(株)会津精錬
所周辺

(55)高原

(10)黒部

(26)神通川流域(右岸)

(16)神通川流域(左岸)

(23)梯川流域

カドミウムによる
指定地域面積の
県別内訳

(19)新城・床舞
(47)上稲吉

(30)小山・野木

(5)渡良瀬川流域

(23)梯川流域

(3)生野鉱山周辺

(53)上岩津(60)小田川

(27)宝満山
(42)五十猛

(43)左ヶ山

秋田県, 
1,772ha      

その他, 
1,690ha      

Cd指定面積
（H19年度末全国計）(5)渡良瀬川流域

(2)碓氷川流域

(7)畑佐

(36)犬山(34)岩倉

(12)中野

(43)左ヶ山

(29)笹ヶ谷鉱山下流域

(57)秋谷

(6)佐須川及び椎
根川流域

富山県, 
1,630ha      

群馬県, 
520ha      

石川県, 
519ha      

山形県,
298ha      

（H19年度末全国計）
6,428ha

特定有害物質

指定地域

うち対策計画策定地域

カドミウム 銅 砒素

(9)刈谷市恩田川、下り松川、弁天川(28)本巣

(59)西員弁

(62)亀岡

(64)口銀谷・粟賀南部

(11)大牟田

(69)大牟田 (昭
和開西部、昭和
開北部)

(17)浦川流域

(33)有賀鉱山周辺

( )

注)１． などの下線は、複数の特定有害物質による汚染であることを示す。

２． は、それぞれカドミウム、銅に係る指定地域で一部について指定解
除された地域であることを示す。

うち対策計画策定地域

うち指定解除地域

(4)東芝電気太子分工場周辺
(13)関川流域

(50)長谷緒

(40)岩戸川流域土呂久

(25)岩戸川流域(東岸寺)
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